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令和３年３月１６日 

 

 

 

鈴 鹿 市 

 

株式会社 近藤工務店 



災害時における応急活動等に関する協定 

 

 

鈴鹿市（以下「甲」という。）と株式会社近藤工務店（以下「乙」という。）

とは，災害が発生した場合における応急活動等の協力に関し，次のとおり協定

を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は，災害が発生した場合において，甲が乙に対に対して行う応

急活動等の協力要請に関し，その手続等について定め，災害時における応急

活動等を円滑に実施することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 本協定において，次の各号に掲げる用語の定義は，それぞれ当該各号 

 に定めるところによる。 

（１）災害とは，災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号

に規定する被害をいう。 

（２）災害廃棄物とは，災害により倒壊，焼失した建築物等の解体撤去等に伴

って発生する木くず，コンクリート塊，金属くず等及びこれらの混合物並

びに大規模災害に伴い緊急に処理する必要が生じた廃棄物をいう。 

 

（協力要請及び受諾） 

第３条 応急活動等を実施する必要がある場合において，甲は乙に対し，次の

業務について協力を要請することができるものとし，乙は甲の要請に基づき，

可能な限り対応するよう努めるものとする。 

（１）被災した建築物等の解体及び撤去 

（２）被災宅地内の災害廃棄物の撤去 

（３）仮置き場での災害廃棄物の粗分別，粗破砕，積み上げ，搬出車両への積 

  み込み 

（４）災害により住家又はその周辺に運ばれた土石，竹木等の障害物の撤去 

（５）生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者の

捜索，救出 

（６）前各号に掲げるもののほか，甲乙双方が本協定による協力として行うこ 

とを適当と認めたもの 

 



（協力要請の手続き） 

第４条 甲が第３条に規定する協力を必要とするときは，別記様式により要請

するものとする。ただし，緊急を要する場合は，口頭，電話等により要請で

きるものとし，その後速やかに文書を提出するものとする。 

２ 乙は，前項の要請を受けたときは，甲が負担する業務の経費の見積書を甲

に提出するものとし，甲はその内容を精査した上で，乙に業務の実施を要請

するものとする。 

３ 乙は，受諾した業務が終了したときは，速やかに，甲に対し，文書により，

必要事項を報告するものとする。 

 

（費用負担） 

第５条 本協定に基づき，乙が受諾した第２条に規定する業務の経費の負担は，

次のとおりとする。 

（１）第３条第１号，第２号，第３号及び第６号に規定する業務の経費は，災

害発生直前における適正な価格を基準として，甲乙協議の上決定し，甲が

負担するものとする。 

（２）第３条第４号，第５号に規定する業務の経費は，災害発生直前における

適正な価格を基準として，災害救助法による救助の程度，方法及び期間並

びに実費弁償の基準（平成２５年内閣府告示第２２８号）に規定する限度

額の範囲内において，甲が負担するものとする。 

 

（業務の実施体制等） 

第６条 乙は，第３条に規定する業務を速やかに実施できるよう，予め必要な

業務担当業者及び機械・器具等の確保並びに動員の方法を定め，その実施体

制と連絡系統を示した表及び業務担当業者の名簿並びに機械・器具等のリス

トを甲に提出するものとし，その内容について変更があった場合には，その

都度，甲に提出するものとする。 

 

（補償） 

第７条 第４条第１項に規定する要請に基づき，第３条に規定する業務に従事

した者が，当該業務により負傷し，若しくは疾病にかかり，又は死亡した場

合の補償は，労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）により行う

ものとする。 

 

 



（守秘義務） 

第８条 甲乙は本協定の締結又は協定に基づく活動を通じて知り得た秘密を他

人に漏らしてはならない。 

 

（連絡体制の整備） 

第９条 甲乙は本協定に関する連絡責任者を選定し，相互に通知するものとし，

変更があった場合はその都度通知するものとする。 

２ 乙が甲以外と本協定と同様の内容の協定を締結した場合，乙は甲からの協

力要請に積極的に努めるものとする。 

 

（情報の共有等） 

第１０条 甲乙は，本協定が円滑に運用されるよう，平素から必要に応じ，情

報を共有するとともに，必要な連絡及び調整を図るものとする。 

 

（協議） 

第１１条 本協定に定めのない事項，又は疑義を生じた事項については，その

都度，甲乙協議の上，決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第１２条 本協定の有効期間は，本協定締結の日から起算して１年間とする。

ただし，有効期間満了の日までに，甲又は乙から何らかの意思表示がないと

きは，当該有効期間満了の日の翌日から更に１年間更新されたものとし，以

後この例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本協定の成立を証するため，本書２通を作成し，甲乙それぞれ記名押印の上， 

各１通を保有する。 

 

 

 

 

令和３年３月１６日 

 

甲 三重県鈴鹿市神戸一丁目１８番１８号 

鈴鹿市 

鈴鹿市長  

 

 

乙 鈴鹿市算所三丁目９－５０ 

  株式会社 近藤工務店 

  代表取締役社長  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式 

年  月  日 

 

株式会社近藤工務店 

 様 

鈴鹿市長 

 

要請書 

 

 

｢災害時における応急活動等に関する協定書｣ 第４条の規定により，下記の

とおり要請します。 

 

記 

 

１ 災害及び応急活動等を必要とする状況 

 

 

 

 

２ 応急活動等の業務の内容 

依頼 

番号 
要請の内容 備考 

   

 

問い合わせ先 

                 ○○課（災害対策本部 ○○班) 

電話       FAX 

担当 


